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かかりつけ医機能報告マニュアル策定に係る周知について（依頼） 

 

 平素より東京都の保健医療施策に御理解と御協力をいただき、厚く御礼申し上げます。 

 かかりつけ医機能報告制度の施行については、令和７年８月２２日付７保医医政第９７３号「かかりつ

け医機能報告制度の施行に伴う周知について（依頼）」にて、貴管内関係機関への周知についてご協力をお

願いしたところです。 

また、同通知にて、当該報告制度の具体的な運用や各報告事項の詳細については、令和７年秋頃に「か

かりつけ医機能報告マニュアル（仮称）」を厚生労働省より発出予定であり、詳細が示され次第、改めてお

知らせすることとしていたところです。 

この度、厚生労働省において、かかりつけ医機能報告の運用開始に向けて、医療機関が当該報告を実施

するにあたって、具体的な報告基準や各報告事項の考え方等の必要な事項について取りまとめた「かかり

つけ医機能報告マニュアル」を策定した旨の通知がありましたので、お知らせします。 

 つきましては、貴管内関係機関への周知につき、よろしくお取り計らいのほどお願い申し上げます。 

 なお、公益社団法人東京都医師会及び都内病院には、都から別途通知していることを申し添えます。 

 

○ かかりつけ医機能報告マニュアルについては、以下リンク先の東京都ホームページに掲載しています。 

   かかりつけ医機能報告制度について|医療・保健施策|東京都保健医療局 

  また、以下リンク先の厚生労働省ホームページにも掲載されています。 

   かかりつけ医機能報告制度｜厚生労働省 

 

 

 
【問合せ先】 

○かかりつけ医機能報告に関すること 

 東京都保健医療情報センター 井原 

 電話 ０３－５２７２－１８０１ 

 東京都保健医療局医療政策部医療政策課医療改革推進担当 川井 

  電話 ０３－５３２０－４４４８ 

○地域におけるかかりつけ医機能の確保及び地域の関係者との協議に関すること 

 東京都保健医療局医療政策部医療政策課保健医療計画担当 井床 

  電話 ０３－５３２０－４４２４ 

https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/%E3%81%8B%E3%81%8B%E3%82%8A%E3%81%A4%E3%81%91%E5%8C%BB%E6%A9%9F%E8%83%BD%E5%A0%B1%E5%91%8A%E5%88%B6%E5%BA%A6%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000123022_00007.html

